
書式第8号 (法第10条 。第25条関係)

(2)そ の他の事業

2019年度 事 業 報 告 書

2019年:4月 1日 から 2020年3月 31日 まで

1事業実施結果
2019年度は、認定NPOの取得を目指すとともに、① 経営の改善、② 会員の自発的活動の推進、③ 対象国・地域の新たな

展開、④学資支援の新たな展開、⑤ 運営及び広報の改善を図りながら、国境を越えた心のつながりを創造する活動を進めた。
平成28年度・29年度を実績判定期間とする認定申請は取り下げたが、再度平成29年度・30年度を実績判定期間とする認定申
請を3月 末に行うことができた。

国際交流事業では、ベトナムと日本の国際交流をさらに発展させ、日本国大使館等と連携してハノイにおいて人材育成交流
フォーラム(5/10)を 開催するとともに、他のアジア諸国との国際親善交流を発展させることができた。

国内においてはALFSチャリティバザー(4/10)や ベトナムフェスティバル(6/8-9)等 に協力するとともに、熊本県では、実行委員
会に参加し、日越人材育成交流フォーラム in熊本を開催した(7/12)。 また、バングラデシュ大使館の後援を得てバングラデシ
ュ人材育成交流セミナー(9/24)を共催した。
この間の国際親善活動における功績が認められ が令和元年度外務大臣表彰を受賞した(7/23)。

環境保全事業では、ハーティン省の学校に設置した浄水装置の維持管理を確認する活動を継続した。
教育支援事業では、ハティン省で継続して学資支援を進め、11月 に贈呈式及び支援学生との交流を行うとともに、ハティン省

全体で支援を必要とする優秀な学生として各郡から推薦を受けた13名 を加え、学生60名 に学資支援金を贈呈し支援した。さら
に、高校を卒業する支援生徒に対し、日本での適正な技能実習や留学へ向けた支援体制を整えるべく、ハティン省において適
正送出し推進プロジェクトをIPMと ともに進めた。残念ながら、イギリス・コンテナ密入国事件の多くの被害者の出身地であることも
災いし、調印までは至らず、継続して取り組むこととなった

国際交流の対象国を広げ、支援要望に応えながら、より多くの学校や子どもたちへ支援できるよう輪を広げ、支援活動を行っ

た。アジア諸国のボランティア団体との交流については、カンボジア王国では、地雷やポリオによる障がいをもつ人々の自立施

設を訪間、モンゴルではシングルマザー支援団体や介護施設を訪間、交流を行った。

2事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【1,648】 千円)

事業名 事業内容 実施 日時 実施場所
従事者の

予定人数

受益対象者の範囲

及び参加人数

事業費

(千 円)

1.国際交流事業 (1)日 越人材育成交流

① 日越人材育成交流フォーラム開催

(在ベトナム日本大使館と共催)

② 日越経済・人材育成交流フォーラ
ム in熊本 開催(実行委員会参加)

(2)ALFSチ ャリティバザー

在日ベトナム大使館に協力

(3)ベトナムフェスティバル2019

に出展、交流

(4)チャリティイベント後援

(5)カンボジア

障がい者自立施設 (CHA)訪 間

(6)モンゴル国

介護施設及びSM支援施設訪問

2019`午

5月 10日

7月 12日

4月 10日

6月 ツ10日

7月

10月

12月

① ハノイ

② 熊本

ANAインターコン

チネンタルホテル

代々木公園

栃木県

プノンペン

ウランバートル

2名

2名

3名

6名

6名

2名

1名

ベトナム企業、日系

企業関係者、送出

し機関 300名

熊本県各界から

2∞名

アジア26か国

ベトナムに関心のあ

る方約20万名

国際貢献に関心の

ある方100名

日本との交流に関

心のある方各10名

832

2.文化紹介事業 (1)ホームページ事業紹介

(2)ЛFA NOWの 発行
ベトナム語版の発行

9月 発行 東京
1名

2名

閲覧者多数

配布 600部
3

3.環境保全事業 クアンナム省浄水装置場所選定・

ハティン省既設置校維持管理状況確認 11月

ベトナム

クアンナム省
ハァィン省

1名
クアンナム省 1校

ハァィン省 13校
8

4.教育支援事業 ①第1次～第5次学資支援継続支援

②JlFA基金による困難な学生の技能実

習・留学支援

10月

継続実施

ハティン省

東京

4名 60名 (新規13名 含) 805

2019年度 事業費総額 ;1,“ 8千円 (2018年度 (平成31年度)事業費 2,445千 円)

定款に記載された事業名 事業内容 日時 場 所
従事者

人数

事 業 費

(千 円)

寄付された物品等販売事業 実施 しなかった

ホームページ広告掲載事業 実施 しなかった
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書式第13号（法第28条関係）

平成31年度活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人日本国際親善協会
(単位：円）

l 経常収益

1 受取会費
(1)入会金収入
(2)正会員受取会費
(3)賛助会員受取会費

2受取寄附金

3受取助成金等
4事業収益
(1)国際交流事業収益
(2)文化紹介事業収益
(3)その他の事業収益

5 その他収益

(1)受取利息
(2)雑収入

経常収益計
I 経常費用
1 事業費

（1）人件響

260,500

16,348,931
0

797,996

11

叩O脚''一U J三

賞与
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)その他経費
消耗品費
旅費交通費
通信費
支払手数料
学資支援金
浄水装置等
広告宣伝費
賃借料
外注費
その他経費

事業費計

2管理費
(1)人件費
給料手当
賞与
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)その他経費

消耗品費
旅費交通費
通信費
支払手数料
交際費
顧問料

減価償却費
新聞図書費
諸会費
その他経費

管理費計
経常費用計
当期経常増減鞭

Ⅱ経常外収益 ’ ’

科 目 金 額

40

217

3

，
，
９

500

000

000

16,348,931
0

109,000

688,996

11

0

0

237, 118

０
０
０

237,118

22，940

14,820

7,888

167,000

562,430
0

15,863

120,000

500,000

1,410,941

０
０
１
０

1

219,616

72，268

58，687

21,990

48，600

81,000
812

1,310

5，500

509,783

1,648,059

509,784













書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係 )

設立・役員変更用

役員名簿 ,1員 名二■ .ゝ ■員のうち誠二lイ

=テ
ー
==_■

名
‐
・

特定非営利活動法人 日本国際親善協会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

レ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

レ 各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(どちらかにO)

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏   名

1 理事

イセ ヒロアキ
生 [ 理事長

伊瀬 洋昭

2 理 事

イケダ セツコ

イコ: 理 事

池田 節子

3 理 事

ミヤケ ヨシノブ
4旺 理 事

三宅 義信

4 理 事

オウ チュウキョウ

`盛
理 事

王 忠強

5 理事

ワダ マサヤ

和田 正哉

4口: 理事

6 理 事

タクラ キミ
4コ: 理 事

田倉 貴弥

7 理 事

フタナベ ケイコ
征 理 事

渡邊 敬子

8 理事

オカモト カヨ
■■ 理 事

岡本 加夜

9 理 事
=->t 1r:a

4コ: 理 事

西尾 友子

10 理事

グエン・テイ・トウ

ライ
4■ 理 事

Ngyen Thi Thuy

Lai



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)

設立・役員変更用

役 名
(ど ちらかにO)

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏   名

11 理 事

サ トウ ヤスヨ

`証
理事

佐藤 容代

12 理 事

ノグチ フミヨ
4圧 理 事

野口 文代

13 理事

ゴ・ホアン・アイン
征 理事

N00 HOANG ANH

14 理事

/->'t=>'
征 理 事

NGUYEN TRUNG

KIEN

15 監事

ヤマザキ エイイチ

山際 栄一

4正 監事



書式第 4号 (法第 10条・ 28条関係)

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 2年  3月  31日現在

特定非営利活動法人 日本国際親善協会

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 伊瀬 洋昭

2 池田 節子

3 山際 栄一

4 三宅 義信

5 野口 文代

6 渡邊 敬子

7 和田 正哉

8 佐藤 容代

9 西尾 友子

10 平野 康之

11 大濱 由美子

12

コーセーエンジニアリン

グ株式会社
代表取締役 蓮岡 実




